
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

外
交
上
の
抗
議
、
懸
念
の
伝
達
方
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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外
交
上
の
抗
議
、
懸
念
の
伝
達
方
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
交
に
お
け
る
抗
議
、
懸
念
を
伝
達
す
る
場
合
、
相
手
国
の
外
交
官
を
招
致
し
て
行
わ
れ
る
伝
達
と
電
話
で
行
わ
れ
る
伝

達
に
意
味
の
相
違
は
あ
る
か
。

二

臨
時
代
理
大
使
の
定
義
如
何
。

三

二
〇
〇
六
年
二
月
二
十
一
日
、
モ
ス
ク
ワ
で
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
外
務
次
官
が
秋
元
義
孝
在
ロ
シ
ア
臨
時
代
理
大
使
を
ロ
シ

ア
外
務
省
に
招
致
し
、
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
抗
議
、
も
し
く
は
懸
念
と
受
け
止
め
ら
れ
る
見
解
に
つ
い
て

伝
達
し
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

四

三
の
ロ
シ
ア
側
か
ら
の
伝
達
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
六
年
二
月
二
十
三
日
、
八
木
毅
外
務
省
欧
州
局
審
議
官
が
ガ
ル
ー
ジ

ン
在
京
ロ
シ
ア
大
使
館
公
使
に
対
し
て
日
本
側
の
見
解
を
伝
達
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。
本
件
に
関
し
て
外
務
省
は
プ

レ
ス
発
表
を
行
っ
た
か
。
ま
た
、
本
件
に
関
し
て
外
務
省
は
対
外
応
答
要
領
を
作
成
し
た
か
。
作
成
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

対
外
応
答
要
領
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

五

三
、
四
が
事
実
な
ら
ば
、
ロ
シ
ア
側
が
外
務
次
官
レ
ベ
ル
で
日
本
の
臨
時
代
理
大
使
を
ロ
シ
ア
外
務
省
に
招
致
し
、
見
解

を
伝
達
し
、
日
本
側
は
欧
州
局
審
議
官
レ
ベ
ル
が
特
命
全
権
大
使
で
は
な
く
、
公
使
に
対
し
て
、
外
務
省
に
招
致
す
る
こ
と

一



な
く
、
電
話
で
日
本
側
見
解
の
伝
達
を
行
っ
た
こ
と
は
、
外
交
上
の
均
衡
が
と
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
外
務

省
が
か
か
る
対
応
を
と
っ
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


